
１．国及び地方公共団体の責務等

(1) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努め

る。

(2) 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を

防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。

(3) 国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙
を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

【基本的考え方 第１】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない

者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第２】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、

屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第３】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度

に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正の趣旨

改正の概要

健康増進法の一部を改正する法律（平成30 年法律第78 号） 概要

42 ể
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２．多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等
(1) 多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。
(2) 都道府県知事（保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）は、(1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ず

ることができる。

(3) 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。
(4) 喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする。
(5) 屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとす

る。

３．施設等の管理権原者等の責務等

(1) 施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備（灰皿等）を設置してはならないものとする。
(2) 都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。

４．その他
(1) 改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。

(2) この法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとる

よう努めるものとする。
(3) 法律の施行後５年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

※１ 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
※２ たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの。
※３ 一の大規模会社が発行済株式の総数の二分の一以上を有する会社である場合などを除く。
注：喫煙をすることができる場所については、施設等の管理権原者による標識の掲示が必要。
注：公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売（出張販売によるものを含む。）をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等といっ

た喫煙を主目的とする施設について、法律上の類型を設ける。

Ａ 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関

旅客運送事業自動車・航空機

禁煙

（敷地内禁煙（※１））

Ｂ 上記以外の多数の者が利用する施設、

旅客運送事業船舶・鉄道 原則屋内禁煙

(喫煙専用室（喫煙のみ）内

でのみ喫煙可)飲食店

【加熱式たばこ（※２）】

原則屋内禁煙

(喫煙室（飲食等も可）内

での喫煙可)

経過措置

既存特定飲食提供施設
（個人又は中小企業（資本金又は出資の総額

5000万円以下（※３））
かつ 客席面積100㎡以下の飲食店）

標識の掲示により喫煙可

2020年４月１日（ただし、１及び２(5)については2019年１月24日、２.Ａ二重線部の施設に関する規定については2019年７月１日）

施行期日

別に法律で定める日までの間の措置

当分の間の措置

【原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール】
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屋内禁煙 喫煙専用室設置（※）
加熱式たばこ専用の
喫煙室設置（※）

○ 敷地内禁煙
・学校、児童福祉施設
・病院 、診療所
・行政機関の庁舎 等

or

※ 全ての施設で、
喫煙可能部分には、
ア喫煙可能な場所である
旨の掲示を義務づけ

イ客・従業員ともに
20歳未満は立ち入れない

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

○ 喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
（例） できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮。

子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮。

屋外や家庭など

喫煙可能（※）

喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースへの20歳未満の立入りは可能。

【経過措置】

既存の経営規模の
小さな飲食店

・個人又は中小企業が経営
・客席面積100㎡以下

上記以外の施設＊

・事務所
・工場
・ホテル、旅館
・飲食店
・旅客運送用事業船舶、鉄道

・国会、裁判所
等

＊個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住

の用に供する場所は適用除外

○ 原則屋内禁煙 （喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要）

○ 喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能

経営判断により選択

経
営
判
断
等

室外への煙の流出防止措置

飲食可喫煙のみ

子どもや患者等に特に配慮

第一種施設

第二種施設

喫煙を主目的とする施設
・喫煙を主目的とするバー、スナック等
・店内で喫煙可能なたばこ販売店 ・公衆喫煙所

○ 施設内で喫煙可能（※）
喫煙目的施設

改正健康増進法の体系

2019年
7月1日
施行

2020年
4月1日
施行

2019年
1月24日
施行

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
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Ẇ ṕ Ṗ 2019 ể 24 ︣ Ḯ
Ẇ ṕ ḱ ḱ ḭ Ṗ 2019 ỉ ể ︣ Ḯ

改正健康増進法の施行期日について

2018年 2019年

９月（ラグビーＷ杯）

2020年

４月 ７月（東京オリパラ）７月１日１月24日７月25日

全面施行(上記以外の施設等)
2020年４月１日

▲ ▲ ▲ ▲

法律公布

一部施行①（国及び地方公共団体の責務等）
（公布後６ヶ月以内で政令で定める日）

一部施行②（学校・病院・児童福祉施設等、行政機関）
（公布後１年６ヶ月以内で政令で定める日）
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＜政令事項＞

＜省令事項＞

וֹףּ

וֹףּ כֿ

改正健康増進法における政省令事項

※ 各事項に記載された数字は、２つ前のスライド「改正健康増進法の体系」記載の数字に対応している。
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2019 年７月１日施行に伴う政省令事項

Ẇ ḭ ףּלּ צּ ךּ טּ
ḭ ḭ צּ טּ ︣ Ḯ

ḱ ể ︣ ṕ ︣ ḮṖשּ צּ
︡ ︣

ḱ ︣ ḭ

ḱ ḭ ḭ ︣ ︣

ḱ ︣

ḱ ︣ ︣ ︣ ṇ

ḱ ṕּט ṇ ḭ ḭּק לּ צּ לּ ḮṖלּךּ
︣

ḱ ︣ ṕ שּ︡
לּ כֿ לּ ḮṖḭשּ ḭ ḭ

ḭ ḭ פּ ḭ ḭ ḭ
︣ ḭ

ḱ ︣ ṇ

ḱ ︣ ḭ ︣ ︣ כֿ

ḱ ︣
ẑ טּצּ ṕ טּצּ Ṗḭ טּ ṡ
Ṣּצ כֿ ︡ ךּ Ḯ

ḭ צּ ︡ ךּ לּ ḭ צּ שּ טּ ḭ אל ךּ
לּ ךּ ḭ צּ ︡ טּ ︡ ḭ ︢ צּ אל Ḯ

3Ẇ ḭ ףּ Ḯ

︣ כֿ צּ קּ צּ אל ךּ כֿ

︣ כֿ צּ קּ טּ ︡ ︣ כֿ

צּ ךּ ︣ כֿ

וֹףּ
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2020 年４月１日施行に伴う政省令事項①

Ẇ ︡ ︣ ךּ
ḭ אל קּ לּ ︣ כֿ ︣ Ḯ

ṕ ṕ ṖṖ
Ẇ ︣
ḱ ṕצּ Ṗ ︣ כֿ צּ קּ טּ
ḱ צּ אל ךּ

Ẇ ︣
ḱ צּ אל ךּ

Ẇ ṡ Ṣ ḭ ףּ Ḯ
וֹףּ פּ ỂḰỄỲṊצּ טּ כֿ

ẑ ḭ ṇ ︡ḭ ︣שּ לּךּ ḭ 0.2ỲṊ ︣ כֿ קּ Ḯ

ḭ אל ךּ כֿ

כֿ צּ אל ךּ כֿ
ẑể צּ פּ ךּ ךּףּ ḭ כֿלּ צּ
ẑỄ טּ ךּףּ ḭ ︣ כֿ צּ קּ ︣ ḭ ḭ

אל ךּ צּ ︢ ךּ כֿ ︣
ẑễ ︡ ךּ טּ ḭ ︣ כֿ צּ קּ ךּ כֿ︣ צּ

טּ ḭ כֿ פּפּ ךּ וֹ

וֹףּ כֿ פּפּ
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2020 年４月１日施行に伴う政省令事項②

Ẇ ︣ ḭ ḭ ︣ ṇḭ ḭ
כֿ ễ טּ ḭ ףּ Ḯ

ḱ ︣ ︣ טּ כֿ

︣ ṇḭ
ḱ כֿ ṕ ḮṖ ︡ ךּ כֿ
ḱ וֹ אל ṕṡ Ṣ ︡ ︣

ḮṖשּ לּ טּ כֿ
ẑṡ Ṣ ḭ Ḯלּךּ

כֿ
ḱ כֿ ṕ כֿ ךּ ḭ ḮṖ ︡ ךּ כֿ
ḱ וֹ אל ךּ כֿךּ

ṕ Ṗ וֹףּ ṡ Ṣ
ṡ צּ ︣ לּ ḭ ︣ ︡ ḭ ︣ ︣ כֿ ︣
︡ ︣ ḮṢלּךּ
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2020 年４月１日施行に伴う政省令事項③

Ẇ

︣

ḱ

ḱ

ẑ ḭ ︡ וֹ Ḯךּ

ḱ

ḱ צּ טּ ḭ

ṕ Ṗṡ Ṣ

ḱ ṕ 5000 Ṗּצ

ḱ 100

︣

ḱ ḭ

ḱ
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Ẇ ṇ ḭ ףּ Ḯ

ḱ ṕ ︣ ḮṖ

ḱ ṕ ḮṖ
ẑṡ ︣ Ṣṕ Ṗ ṡ Ṣ ךּףּ ︡ ךּ Ḯ

︣ ךּ ḭ ṇ ︡ ḭ טּ כֿ טּ כֿ ︣
︡ ףּ ḭ ףּ Ḯ

ךּ ︣

ḱ
ṕẑṖ

ḭ ṕ Ṗ

ḭ ḭ
ḭ

ḭ

ḱ

ḭ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗḭ ṕ Ṗ

ṕẑṖ ḭ ṇ ḭ ṇ ṇ ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ

2020 年４月１日施行に伴う政省令事項④
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受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進

Ẇ 25 26 ḭקּ ךּ צּ ︢ ךּ ḭלּ
︣ פּ ︣ ḭ

צּ ︣ לּ ךּ Ḯשּ

ṕ Ṗ
ḱ ︡ḭ ḭ ךּ ḭ

ḱ ︢
ḱ וֹףּ ︡
ḱ וֹףּ ︣
ḱ ︣ ṇ פּפּ
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改正健康増進法における義務違反時の対応等

①喫煙禁止場所における喫煙 ②喫煙器具、設備等の設置
④20 歳未満の者を喫煙室に

立ち入らせる
③紛らわしい標識の掲示、

標識の汚損等

【全ての者】 【管理権原者等】 【管理権原者等】【全ての者】

צּ
ךּ

צּ
「勧告」

צּ
ךּ

צּ
「公表」

צּ
ךּ

צּ

「指導」צּ

צּ ךּ

「命令」צּ

「罰則の適用」（過料）ẑ צּ

צּ ךּ

צּ ךּ

צּ ẑ פּ Ḯ

and/or

ẑ טּצּ ḭ
Ḯ

ṕ20 צּ ︡ ךּ
Ṗוֹ

Ṯ ṯ

窓口への相談や情報提供があった場合、他法令・他制度に係る業務において事業者との接点がある場合な
どに要件適合性の確認等を行い、違反があった場合には改善を促す。
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喫煙専用室標識等の標識例

① 喫煙専用室標識 ② 喫煙専用室設置施設等標識 ③ 指定たばこ専用喫煙室標識 ④ 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識

⑥ 喫煙目的室設置施設標識⑤ 喫煙目的室標識 ⑦ 喫煙可能室標識 ⑧ 喫煙可能室設置施設標識
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